
ベトナムでは近年のGDP成長率が7％前後と、大き
な経済成長を継続的に遂げています。親日国であり、
勤勉な国民性もあって引き続き有望な投資先の一つと
して数えられている同国ですが、新興国であるため現
在の日本との文化・慣習をはじめとする環境の違いか
ら、企業不正が発生しやすい土壌も存在します。その
ため、ベトナムへの進出後に予想していなかった不正
のトラブルに巻き込まれてしまうケースも少なくあり
ません。本稿では、ベトナムでの不正事例に焦点を当
てて、その特徴や典型的な事例、およびその対応策に
ついて解説します。

ベトナムに日系企業が進出して直面する問題の一つ
として、言語の壁が挙げられます。ベトナム語は日本
人にとって習得が難しい言語といわれており、その結
果、日本人マネジメントが不正に気付きにくいという
点があります。また、近年コンプライアンスの重要性
がますます高まっていますが、ベトナムではそのコン
プライアンス意識がまだ根付いておらず、意識に差が
あることも事実です。加えて、慣習として学校や病院、
役所等において心付けとしてお金を渡すケースも根強
く残っており、結果として賄賂を不正だと意識する傾
向が薄くなっています。これには、公務員の給与がい
まだに著しく低く設定されているという、社会構造上
の問題もあります。

NGOのTransparency Internationalが公表してい

る腐敗認識指数国別ランキングでは、ベトナムは19

年度で180カ国中96位に位置しています。18年度の
117位から多少上昇しましたが、このランキングに
は内戦中の国等も含まれるため、日系企業が進出先と
して検討する国の中では低い順位と考えられます。

1. 不正事例
職業上の不正は、大きく分けて「資産の不正流用」

「汚職」「不正な報告」の三つに分類されます。その中
でも、現在のベトナムにおいては「汚職」が問題にな
るケースが多いのが現状です。また、不正に得た金銭
を複数の従業員で分配しているケースが多くあります。
＜表1＞では、典型的な不正事例をまとめています。

2. 不正事例への対応
（1）予防と発見
不正事例への対応策として、予防と発見に分けて解
説します。予防については、最も重要なのが不正を決
して許さないという雰囲気作りです。そのためには、
まず日本とベトナム間での文化・慣習の違いを知り、
何が不正なのかを社内で周知徹底することが必要です。
例えば、キックバックの事例等においては、主導者は
不正をしていたという自覚すらないケースも少なくあ
りません。次に資産管理、業務分掌、ジョブローテー
ションといった内部統制の徹底が挙げられます。しか
し、前述の通り、ベトナムでは不正に得た金銭が従業
員の間で分配される傾向にあります。内部統制をせっ
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かく整備しても、このように共謀されてしまうとうま
く機能できません。そのため、日本人の駐在員を重要
なチェックポイントに置くことが効果的です。また、
不正を発見した際に徹底的に対処することも予防につ
ながります。
発見については、第一に内部通報制度の整備が挙げ
られます。内部通報制度を創設する際のポイントは、
通報を行った方の立場が保証されることを、社内で
しっかりと周知することです。また、言語面の負担は
生じますが、ベトナムの子会社ではなく本社に通報先
を設定したり、外部専門家に制度自体の運用を委託し
たりすることが効果的です。次に、取引先リストとそ
の取引金額を日本人マネジメントが定期的にチェック
することも有効です。不正が行われている場合には、
取引の金額が徐々に増加していく等の傾向があります。
チェックを行うことでけん制の効果も生まれます。そ
の他、不正の蓋然性が高い従業員のPCに対して、外
部専門家に依頼してEメールレビューを行うこともあ
ります。この場合、削除済みのデータも可能な限り復
元し、徹底的に調査が行われます。

（2）マネジメントが心がける事
日本人が派遣されてベトナム現地でマネジメントを
行う場合、前述のとおり言語や文化・慣習の違いと
いった壁があり、かつ日本語を理解し業務に精通して
いる社員が少ないことから、長年勤めているベトナム
人のキーマン（いわゆるベテラン社員）に業務の遂行
を頼らざるを得ないケースがあります。しかし、ベト
ナムではこういったキーマン自身が不正の中心にい
るケースがあります。仮に不正の事実に気付いても、
キーマンに話すことは避けるべきです。マネジメント

の立場として海外で孤独を感じるときもあるかもしれ
ませんが、そのようなときでもいわゆる「信用しても、
信頼するな」という精神を忘れてはいけません。

18年1月1日にベトナムにおける新刑法が適用され、
従来は公務員のみに適用されていた贈収賄に関する規
定が民間企業（民間人）も含まれることになりました。
法律という点でも不正に関する対応が引き続き進めら
れていますが、不正・汚職やコンプライアンスの意識
については今後も改善されていく余地があります。前
述の文化・慣習の違いをはじめとするベトナムの現況
をよく理解しておくことは、日本から見たグループ管
理体制という点でも大変重要と考えます。

EYベトナムにおいては、不正調査の専門チームを
組成しており、不正に関する研修からEメール・PC内
データのレビューまで幅広く対応しています。昨今で
は日本のコンプライアンス意識の高まりもあり、ベト
ナムでの相談件数も増加傾向にあります。現地で不正
についての問題に直面した場合には、専門家に問い合
わせ、慎重に対処されることをお勧めします。

お問い合わせ先
EYハノイ事務所
ジャパン・ビジネス・サービス
TEL：＋84 28 3831 5100
E-Mail：toshiya.wakasugi@vn.ey.com

分類 内容 発覚した理由

キックバック等
（汚職）

特定の仕入先が複数の異なる会社からの見積書を作成し、相見積りを取っているように購
買担当者が偽装していた。市場価格よりも高い価格で購入し、購買担当者がキックバック
を受けていた。

購買担当者の羽振りが良くなっていると
いう噂があったため、担当者のEメール
チェックを実施し、発覚した。

購買担当者が仕入先との間に親戚の会社を仲介させ、会社に高値で売り、差額を仕入先お
よび親戚間で分配していた。

内部通報による。Eメールチェックをし
たところ、金銭を分配計算しているエク
セルの表が見つかった。

定期預金を成約したインセンティブとして、会社への利息とは別に、預金額に応じた一定
額が金融機関から会計責任者の個人口座に毎月送金されていた。

受け取ったインセンティブを山分けして
いた従業員の一人が退職し、退職後に会
社に報告した。

総務責任者が日本人社長の住居賃貸を契約した際、コミッションとして家賃の一部を毎月
取得していた。

レジデンスのオーナーが誤って総務責任
者ではなく会社の他の社員に電話してし
まい、発覚した。

給与の着服
（汚職）

人事担当者が架空の従業員をマスターに登録し、複数の従業員で分配していた。 退職した従業員からの報告があり、調査
したところ発覚した。

資産の横領
（資産の不正流用）

従業員が会社の資産を長靴の中に隠して持ち出そうとしていたのを会社社長が発見した。 高額な資産がなくなるため、社内にカメ
ラを設置したところ、発覚した。

従業員がトラックで廃棄資材を持ち出そうとしていたのを日本人担当者が発見した。 廃棄資材転売の噂があった。

材料購入先を無断で変更
（不正な報告）

部品の加工業者が無断で材料の購入先を変更し、品質基準から指定されている日系の業者
よりも低価格・低品質の材料をグループ企業から調達していた。部品の提供価格に変更は
なかった。

部品の提供を受けている会社担当者が日
系の指定材料提供業者と話す機会があ
り、発覚した。

▶表1　ベトナムにおける典型的な不正事例

Ⅳ　おわりに
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